
令和８年11月12日

 食堂運営業務 公募型プロポーザルに関する質問書について、次のとおり回答します。

No. 質問項目 関連資料 回答

1 利用者
食堂運営業務委託
仕様書５（５）

食堂の営業時間中であればご利用いただけます。
ただし、12:10～12:30頃は特に混雑しているため、その時間帯を
避けてご利用いただければ幸いです。
なお、一般の方も利用しております。
また、今後学生定員を増やすことを検討しています。

2 営業時間
食堂運営業務委託
仕様書７

①②③本学の令和７年度の学年歴及び休業日は以下のホームペー
ジをご参照ください。令和８年度以降の学年歴及び休業日は現時
点で未定です。
https://www.sanjo-u.ac.jp/campus/support/class/
営業時間については食堂運営業務委託仕様書のとお
りですが、夏季休業日等は学生等の利用者が少なく
なることが予想されますので、営業については業者
提案とします。
④令和６年度の営業日数は右表のとおりです。
⑤営業時間外においては、厨房は施錠しますが、
厨房を除く食堂部分は開放しております。

3 光熱水費
食堂運営業務委託
仕様書９（２）イ

①令和６年度の光熱水費は右表のとおりです。
②空調費としては厨房内の空調分をご負担いた
だきます。

4 清掃
食堂運営業務委託
仕様書９（２）オ④、
８（９）

①グリストラップの日常清掃は受託者に実施いただきます。
②ダクトの専門業者清掃費は大学の負担となります。なお、日常
清掃は受託者に実施いただきます。

 質問回答書

質問内容

「平日」と記載がありますが、
①月～金曜日営業、祝日、年末年始は休業でよろしいで
しょうか。
②夏季休暇など長期休暇の営業有無のお考えを教えてくだ
さい。
③学校歴をご提供いただけないでしょうか。
④現状の営業日数実績（年間／月別）を教えてください。
⑤食堂ホールは営業時間外も開放するのでしょうか。施錠
するのでしょうか。

「(2)イ　光熱水費」について
①年間実績金額を教えてください。
②光熱水費には食堂ホールの空調費も含まれますでしょう
か。

「(2)オ　その他　④　清掃費（グリストラップ清掃に係る
経費を除く。）」について
①グリストラップの日常清掃の有無についてお教えくださ
い。
②ダクトの専門業者清掃は大学／受託者のどちらの負担で
しょうか。

「一般市民が利用する可能性あり」とありますが、視察を
兼ねて食堂を利用することは可能でしょうか。事前届け出
が必要であれば、方法を教えてください。
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令和８年11月12日

 食堂運営業務 公募型プロポーザルに関する質問書について、次のとおり回答します。

No. 質問項目 関連資料 回答

 質問回答書

質問内容

5

調理器具及び食
器類
精算に係る貸与
品

食堂運営業務委託
仕様書９（３）

①資料別添５に記載の調理器具及び食器類は貸与品となります。
②券売機（グローリー株式会社製VT-S20-H）の貸与は可能です
が、キャッシュレス決済サービスに対応していないため、提案内
容に応じて協議の上、対応を決定します。

6 経費援助
食堂運営業務委託
仕様書９（３）

本学による営業補償等の経費援助は原則行いませんが、特別な理
由等がありましたら提案書等でご説明ください。

7 実績
食堂運営業務委託
仕様書10

令和６年度の総売上は10,083,550円（税抜）、総食数は22,334食
です。

8
メニュー及び販
売価格

その他

現在のメニュー及び販売価格は
右表のとおりです。現受託者の
指定するキャッシュレス決済
サービスを利用した場合は右表
よりさらに割引された販売価格
となります。

9 授業予定
食堂運営業務委託
仕様書７

質問No.2の回答をご参照ください。

食堂の売上実績、利用者数実績が記載された資料をご提供
ください。

食堂の現在のメニュー構成及び販売価格を教えてくださ
い。

年間の学年別授業予定についてご教示ください（郊外研修
等含む）。

「(3)その他」について
①調理器具及び食器類の調達②精算方式
「別途大学と受託者が協議の上、対応を決定」とあります
が、大学でご負担いただけるのでしょうか。貸与品はござ
いますでしょうか。

「(3)その他」について
「営業補償等の経費援助は原則行わない」とありますが、
公募参加業者が営業補償、業務委託料等が必要と判断した
際は参加辞退した方がよろしいでしょうか。
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令和８年11月12日

 食堂運営業務 公募型プロポーザルに関する質問書について、次のとおり回答します。

No. 質問項目 関連資料 回答

 質問回答書

質問内容

10
害虫・害獣駆除
費

食堂運営業務委託
仕様書９

日常清掃は受託者に実施いただき、受託者の責によらない害虫・
害獣駆除費（トラップ設置費等）は大学の負担となります。

11 光熱水費
食堂運営業務委託
仕様書９（２）イ

厨房以外の光熱水費は大学の負担となります。

害虫・害獣駆除の経費区分についてご教示ください。

受託者負担の光熱水費について、厨房以外の算出方法をご
教示下さい。
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